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肥後國天草郡赤崎村御検地帳

解 読
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「赤崎村検地帳」概説

以上、元赤崎村庄屋 北野家の古文書『万治弐年 肥後國天草郡赤崎村御検地帳 亥六

月日』（北野鋼一氏蔵）の写しと、北野典夫氏執筆による、『有明町史 p454 第４章 江

戸中 後期の郷土』に掲載されている当古文書の現代語訳を掲載した。

この検地帳は、万治二年（1659）に行われた、高撫検地、いわゆる万治検地の詳細を表

す貴重な史料である。

検地帳のコピーと北野氏の現代文解読と見比べてほしい。

ただ、この古文書の写しは、検地帳の極々一部である。

検地帳は、数百ページに及ぶ分厚いものである。この内容の大部分は、田んぼ、畑の一

枚一枚の検地結果で占めている。

例えば、

はま

一、下田二畝三歩 長八

間四 縦七間四 分米二斗一升 一

番 善右衛門

というように、地区（小字）、圃

場の質、縦横の長さ、分米（取れ高）、

所有者（耕作者）を一々、記載して

ある。

そして、その合計を記してある部

分と、検地を代官、役人そして百姓

が締結したことを示す部分の文書を

掲載した。

田んぼも畑も、先に述べたように、

一枚一枚（一筆？）の詳細を記した

あと、田んぼ毎、畑毎の合計を記し

てある。

田んぼの場合、合計の面積は、19

町３反２畝３歩で、分米即ち生産高、

174石５斗１升を記してある。

次に、田んぼの質ごとの面積、取

れ高を記してある。

この耕作地の質は、田んぼも畑も

５段階に区別されている。
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上田の場合の一石６斗代とは、１反当り、１石６斗ができるということである。上田の

合計面積が、１町２反余であり、取れ高は20石余という事である。

また、畑方には、屋敷も入っている事にも注目したい。

ただ、面積は、９畝15歩という事で、１反にも満たない事から、どの敷地を表している

のか不明である。質は１石代となっており、田に換算すると中位の下田に該当する。庄屋

屋敷であろうか。或いは郷倉と称する、お上に納める前に一時保管する蔵が建てられてい

た地があったが、その地であろうか、或いは別の地か？

そして、田と畑の合計が、21町４反７畝18歩も、分米即ち取れ高は184石５斗３升である。

この184石５斗３升が、村高と言われるものであり、税収の基礎となるものである。

別紙に、万治検地以前の村高と、万治検地の村高の変化を表にまとめたが、赤崎村の場

合、万治検地以前が269石余で、万治検地では184石余。つまり、85石の減となっている。

次に契約書ともいえる部分がある。

現在の契約書の場合甲と乙があるが、この場合は、債権者である甲は鈴木重辰の役人

（手代）３名である。債務者の乙は村となるが、ここでは組内の庄屋や村役が７名が名を

連ねている。ただし、不思議なのは、肝心の赤崎村の庄屋や村役の名がない事だ。現在で

言えば、このような契約書は成り立たないと思うが、当時としては、保証人的な役割の者

と契約するのが、普通だったのだろうか。

また、名を連ねているのは、赤崎村の組内（栖本組）の大庄屋、庄屋、村役で、大浦村

が大庄屋のためか、村年寄り２名の名がある。

最後に、代官から村の全百姓に達しという形で、締めくくっている。

「右天草領村々田畑高の儀、寺沢志摩守内検地高下これあるにより、当亥年より以後、
いどし

本高二万千石相極め御帳差し上ぐベきの旨、松平伊豆守殿、阿部豊後守殿証文をもっ

て、代官手代の者ならびに村々庄屋吟味の上、此の如く検地帳相定め詑はんぬ。永く
お

相違あるべからざるものなり。後鑑の為、件の如し」

この文面は、赤崎村についての事というより、全郡の村に対しての決まった文言である

が、やはり、封建性社会の事。幕府が正式に定めた、つまり幕法による税法であるという、

税収権威者としての、権力をにじませている。

次に考察するのは。

この万治検地を俗に石高半減という向きもあるが、それは誤りであるという事が、この

文面、さらには先の文面からも分かる。

即ち、先の文面にある、「高撫検地」、そしてここの「寺沢志摩守内検地高下あるによ

り」ということで、この村毎の村高の決め方が、村毎に適当な検地、いい加減な検地であっ

たから公平・正確に検地を行ったという事を表している。

また、大仰に〝神文をもって心の及ぶところ吟味つかまつり〟と書かれているが、当時の
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契約書には普通に使われている、文意である。

さらに、幕府側（債権者側）が上手いのは、いかに幕府と百姓とでは、その勢力差は絶

対であるにも関わらず、あなた方（百姓側）も納得し、この契約書を交わしたのですよと、

現在でも通じる形式をとっていることだ。

すなわち、この契約書を交わした以上、村（債務者）は契約通りの履行をしなければな

らないと念を押している。最も、この履行を怠った場合は、如何な罰則加えるとは書かれ

ていない。

もっとも、これは例えばアメリカに見るような、厳格な契約でなく、お互い信頼しあっ

て、契約を結ぶという、いいか悪いかは別として、日本式の契約方式であり、現在でも通

じているといえよう。
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